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議 案 第 １ 号 

 

専決処分の報告及び承認について 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定については、令和８年４月１日

を施行日として地方税法等の一部を改正する法律が同年３月３１日に公布され

たことに伴い、特に緊急を要すると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分した。 

よって、同条第３項の規定により報告するとともに承認を求める。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

- 4 -



専  決  処  分  書 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

令和８年３月３１日 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

 

理    由 

 

 地方税法の改正に伴い、軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う関係規定の整

備を行うとともに、市民税の住宅ローン控除に関する規定等について所要の改

正を行うため。 
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松戸市市税条例の一部を改正する条例 

 

松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「法施行規則」という。）第１条の

９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定

する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車につ

いて天災その他やむを得ない事由により種別割を

滞納している場合においてその旨とする。 

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「法施行規則」という。）第１条の

９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定

する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車につ

いて天災その他やむを得ない事由により軽自動車

税を滞納している場合においてその旨とする。 

  

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金） 

第１１条 納税者又は特別徴収義務者は、第３６条、

第４２条、第４３条若しくは第４６条（第６３条

において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第５０条第１項（第５１条第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）、第５３条第１項（法第３２１条の８第

３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除

く。）、第６２条、第８５条、第１０２条の５第

１項、第１０４条第２項若しくは第３項、第１１

７条第１項若しくは第２項、第１２２条第２項、

第１３１条第１項、第１４５条第１項又は第１５

５条に規定する納期限後にその税金を納付し、又

は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入

金額にその納期限 （納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。以下第１号、第２

第１１条 納税者又は特別徴収義務者は、第３６条、

第４２条、第４３条若しくは第４６条（第６３条

において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第５０条第１項（第５１条第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）、第５３条第１項（法第３２１条の８第

３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除

く。）、第６２条、第８５条、第１０４条第２項

若しくは第３項、第１１７条第１項若しくは第２

項、第１２２条第２項、第１３１条第１項、第１

４５条第１項又は第１５５条に規定する納期限後

にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合

には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納期限

とする。以下第１号、第２号及び第５号において
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号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又

は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パー

セント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第

１号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間については、年7.

3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して納付書により納付し、又

は納入書により納入しなければならない。 

同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間

の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに

掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日ま

での期間については、年7.3パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書により納付し、又は納入書により納入し

なければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第１０２条の５第１項の申告書、第１１７条

第１項若しくは第２項の申告書、第１３１条第

１項又は第１４５条第１項の申告書に係る税額

（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に

係る納期限の翌日から1月を経過する日までの

期間 

⑵ 第１１７条第１項若しくは第２項の申告書、

第１３１条第１項の申告書又は第１４５条第１

項の申告書に係る税額（第４号に掲げる税額を

除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から1月

を経過する日までの期間 

⑶ 第１０２条の５第１項の申告書、第１１７条

第１項若しくは第２項の申告書、第１３１条第

１項又は第１４５条第１項の申告書でその提出

期限後に提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から1月を経

過する日までの期間 

⑶ 第１１７条第１項若しくは第２項の申告書、

第１３１条第１項の申告書又は第１４５条第１

項の申告書でその提出期限後に提出したものに

係る税額 当該提出した日までの期間又はその

日の翌日から1月を経過する日までの期間 

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略） 

  

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当

等（以下この項及び次項並びに第２６条において

「特定配当等」という。）に係る所得を有する者

に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得

の金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当

等（次項及び第２６条において「特定配当等」と

いう。）（同号ロに掲げるものを除く。以下この

項において同じ。）に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第１００条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に

対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性

能割により、原動機付自転車、軽自動車、小型特

第１００条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自

動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車（以

下この節において「軽自動車等」という。）に対
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殊自動車及び二輪の小型自動車（以下この節にお

いて「軽自動車等」という。）に対し、当該軽自

動車等の所有者に種別割により課する。 

し、その所有者に課する。 

２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者に

は、法第４４３条第２項に規定する者を含まない

ものとする。 

（削除） 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規

定により種別割を課することができない者である

場合には、第１項の規定にかかわらず、その使用

者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する

軽自動車等については、これを課さない。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規

定により軽自動車税を課することができない者で

ある場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽

自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、

公用又は公共の用に供する軽自動車等について

は、この限りでない。 

  

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第１００条の２ 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合

には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を

前条第１項に規定する三輪以上の軽自動車の取得

者（以下この節において「三輪以上の軽自動車の

取得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。 

第１００条の２ 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合

には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽

自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自

動車等について、買主の変更があったときは、新

たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者

又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自

動車等について、買主の変更があったときは、新

たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなし

て、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以

下この項において「販売業者等」という。）が、

その製造により取得した三輪以上の軽自動車又は

その販売のためその他運行（道路運送車両法第２

条第５項に規定する運行をいう。次項において同

じ。）以外の目的に供するため取得した三輪以上

の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４

４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた

場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適

用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除

く。）には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

（削除） 
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４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した

者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に

持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪

以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課

する。 

（削除） 

  

（環境性能割の課税標準）  

第１０２条の２ 環境性能割の課税標準は、三輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する価額とし

て法施行規則第１５条の１０に定めるところによ

り算定した金額とする。 

（削除） 

  

（環境性能割の税率）  

第１０２条の３ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自

動車に対して課する環境性能割の税率は、それぞ

れ当該各号に定める率とする。 

（削除） 

⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の1 

 

⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の2 

 

⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるも

の 100分の3 

 

  

（環境性能割の徴収の方法）  

第１０２条の４ 環境性能割は、申告納付の方法に

より徴収する。 

（削除） 

  

（環境性能割の申告納付）  

第１０２条の５ 環境性能割の納税義務者は、法第

４５４条第１項各号に掲げる三輪以上の軽自動車

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時又は

日までに、申告書を市長に提出するとともに、そ

の申告に係る環境性能割額を納付しなければなら

ない。 

（削除） 
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２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納

税義務者を除く。）は、法第４５４条第１項各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

時又は日までに、報告書を市長に提出しなければ

ならない。 

 

  

（環境性能割に係る不申告等に関する過料）  

第１０２条の６ 環境性能割の納税義務者が前条の

規定により申告し、又は報告すべき事項について

正当な事由がなく申告又は報告をしなかった場合

においては、その者に対し、10万円以下の過料を

科する。 

（削除） 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。  

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納

入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日か

ら10日以内とする。 

 

  

（環境性能割の減免）  

第１０２条の７ 市長は、公益のため直接専用する

三輪以上の軽自動車又は第１０９条第１項各号に

掲げる軽自動車等（三輪以上のものに限る。）の

うち、必要があると認めるものについては、その

三輪以上の軽自動車の取得者に対して課する環境

性能割を減免する。 

（削除） 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるた

めの手続その他必要な事項は、規則で定める。 

 

  

（種別割の税率） （軽自動車税の税率） 

第１０３条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、1台につき、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

第１０３条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する軽自動車税の税率は、1台につき、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

  

（種別割の賦課期日及び納期） （軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第１０４条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 第１０４条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日と

する。 

２ 種別割の納期は、５月７日から同月３１日まで ２ 軽自動車税の納期は、５月７日から同月３１日
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とする。 までとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（種別割の徴収の方法） （軽自動車税の徴収の方法） 

第１０５条 種別割は、普通徴収の方法により徴収

する。 

第１０５条 軽自動車税は、普通徴収の方法により

徴収する。 

  

（種別割に関する申告又は報告） （軽自動車税に関する申告又は報告） 

第１０６条 種別割の納税義務者である軽自動車等

の所有者又は使用者（以下この節において「軽自

動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の

所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及

び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあって

は申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては申告書及びその者の

住所又は所在地を証明すべき書類を市長に提出し

なければならない。 

第１０６条 軽自動車税の納税義務者である軽自動

車等の所有者又は使用者 （以下この節において「軽

自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等

の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっ

ては申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車

の所有者又は使用者にあっては申告書及びその者

の住所又は所在地を証明すべき書類を市長に提出

しなければならない。 

２～４ （略）  ２～４ （略） 

  

（種別割に係る不申告等に関する過料） （軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第１０７条 （略） 第１０７条 （略） 

  

（種別割の減免） （軽自動車税の減免） 

第１０８条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る軽自動車等のうち、必要があると認めるものに

ついては、その軽自動車等の所有者等に対して課

する種別割を減免する。 

第１０８条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る軽自動車等のうち、必要があると認めるものに

ついては、その軽自動車等の所有者等に対して課

する軽自動車税を減免する。 

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、当該軽自動車等について

減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定により軽自動車税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、当該軽自動車等につ

いて減免を受けようとする税額及び次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証

明する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

⑴～⑻ （略） ⑴～⑻ （略） 

３ 第１項の規定により種別割の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合においては、直ちに

３ 第１項の規定により軽自動車税の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合においては、直ち
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その旨を市長に申告しなければならない。 にその旨を市長に申告しなければならない。 

  

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第１０９条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る軽自動車等のうち、必要があると認めるものに

ついては、その軽自動車等の所有者等に対して課

する種別割を減免する。ただし、第１号に該当す

る軽自動車等にあっては、同号に掲げる者が法第

１７７条の１７の規定による道府県の条例の定め

るところにより身体障害者等に対する自動車税の

種別割の減免を受ける自動車を有する場合を除

く。 

第１０９条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る軽自動車等のうち、必要があると認めるものに

ついては、その軽自動車等の所有者等に対して課

する軽自動車税を減免する。ただし、第１号に該

当する軽自動車等にあっては、同号に掲げる者が

法第１７７条の１７の規定による道府県の条例の

定めるところにより身体障害者等に対する自動車

税の軽自動車税の減免を受ける自動車を有する場

合を除く。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

２ 前項第１号の規定により種別割の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに、市長に対して、身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第

１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。）、厚

生労働大臣が定めるところにより交付された療育

手帳 （以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）

及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

９２条の規定により交付された身体障害者若しく

は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体

障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の

者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以

下この項において「運転免許証」という。）又は

これらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第

２項に規定する特定免許情報をいう。次項におい

て同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カ

ード（同法第９５条の２第４項に規定する免許情

報記録個人番号カードをいう。次項において同

２ 前項第１号の規定により軽自動車税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対して、

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。）、厚

生労働大臣が定めるところにより交付された療育

手帳 （以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）

及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

９２条の規定により交付された身体障害者若しく

は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体

障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の

者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以

下この項において「運転免許証」という。）又は

これらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第

２項に規定する特定免許情報をいう。次項におい

て同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カ

ード（同法第９５条の２第４項に規定する免許情

報記録個人番号カードをいう。次項において同
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じ。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を必要とする理由を証明する

書類を添付して、提出しなければならない。 

じ。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を必要とする理由を証明する

書類を添付して、提出しなければならない。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項第２号の規定により種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、市長に対して、

当該軽自動車等の提示（当該軽自動車等の提示に

代わるものと市長が認める書類の提出がある場合

には、当該書類の提出）をするとともに、前条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し

なければならない。 

４ 第１項第２号の規定により軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、当該軽自動車等の提示（当該軽自動車等の提

示に代わるものと市長が認める書類の提出がある

場合には、当該書類の提出）をするとともに、前

条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提

出しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定により種別

割の減免を受けている者について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定により軽自

動車税の減免を受けている者について準用する。 

  

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等） 

第１１０条 （略） 第１１０条 （略） 

２ 法第４４５条並びに第１００条第３項ただし

書、第１０１条及び第１０２条の規定により種別

割を課さない原動機付自転車又は小型特殊自動車

の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市

内に所在することとなったときは、その事由が発

生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付

申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付

けるべき標識の交付を受けなければならない。種

別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊

自動車が法第４４５条並びに第１００条第３項た

だし書、第１０１条及び第１０２条の規定により

種別割を課されないこととなったときにおける当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又

は使用者についても、また、同様とする。 

２ 法第４４５条並びに第１００条第２項ただし

書、第１０１条及び第１０２条の規定により軽自

動車税を課さない原動機付自転車又は小型特殊自

動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、

市内に所在することとなったときは、その事由が

発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交

付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又

は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り

付けるべき標識の交付を受けなければならない。

軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小

型特殊自動車が法第４４５条並びに第１００条第

２項ただし書、第１０１条及び第１０２条の規定

により軽自動車税を課されないこととなったとき

における当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

の所有者又は使用者についても、また、同様とす

る。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自

動車の主たる定置場が市内に所在しないこととな

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自

動車の主たる定置場が市内に所在しないこととな
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ったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊

自動車を所有し、若しくは使用しないこととなっ

たとき又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊

自動車に対して種別割が課されることとなったと

きは、その事由が発生した日から15日以内に、市

長に対し、その標識及び証明書を返納しなければ

ならない。 

ったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊

自動車を所有し、若しくは使用しないこととなっ

たとき又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊

自動車に対して軽自動車税が課されることとなっ

たときは、その事由が発生した日から15日以内に、

市長に対し、その標識及び証明書を返納しなけれ

ばならない。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

  

附 則 附 則 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運

送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税の種別割に係る第１０３条及び附

則第４５条第１項の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運

送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税に係る第１０３条及び附則第４５

条第１項の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （表略）  （表略） 

  

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  

第１７条 平成２８年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条

第１項に規定する居住年 （次条において「居住年」

という。）が平成１２年から平成１８年までの各

年である場合に限る。）においては、法附則第５

条の４第６項に規定するところにより控除すべき

額（第３項において「市民税の住宅借入金等特別

税額控除額」という。）を、当該納税義務者の第

２１条及び第２３条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 

第１７条 削除 

２ 前項の規定の適用がある場合における第２５条

及び第２６条第１項の規定の適用については、第

２５条中「前２条」とあるのは「前２条並びに附

則第１７条第１項」と、第２６条第１項中「前３

条」とあるのは「前３条並びに附則第１７条第１

項」とする。 
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３ 第１項の規定は、所得割の納税義務者が、当該

年度の初日の属する年の３月１５日までに、法施

行規則で定めるところにより、同項の規定の適用

を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特

別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民

税住宅借入金等特別税額控除申告書（その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達される時

までに提出されたものを含む。）を、市長に提出

した場合（法附則第５条の４第９項の規定により

税務署長を経由して提出した場合を含む。）に限

り、適用する。 

 

  

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第１８条 令和２０年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成

１２年から平成１８年まで又は平成２１年から令

和７年までの各年である場合に限る。）において、

前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附

則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者

の第２１条及び第２３条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

第１８条 令和２０年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条

第１項に規定する居住年が平成２１年から令和７

年までの各年である場合に限る。）には、法附則

第５条の４第５項（同条第７項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定するとこ

ろにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２

１条及び第２３条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課

税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課

税の特例） 

第２０条 令和９年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合に

おいて、第２９条第１項の規定による申告書（そ

の提出期限後において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第３０条第１項の確定申告書を含む。

次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税

特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得ない

第２０条 令和１２年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合

において、第２９条第１項の規定による申告書 （そ

の提出期限後において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第３０条第１項の確定申告書を含む。

次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税

特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得ない
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理由があると市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る所得割の額

を免除する。 

理由があると市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る所得割の額

を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合において、

第２９条第１項の規定による申告書に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に

規定する事業所得の明細に関する事項の記載があ

るときは、その者の前年の総所得金額に係る所得

割の額は、第１９条から第２１条まで、第２３条

から第２５条まで、附則第１６条第１項、第１７

条第１項、第１８条第１項及び第１９条の規定に

かかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金

額の合計額とすることができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合において、

第２９条第１項の規定による申告書に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に

規定する事業所得の明細に関する事項の記載があ

るときは、その者の前年の総所得金額に係る所得

割の額は、第１９条から第２１条まで、第２３条

から第２５条まで、附則第１６条第１項、第１８

条第１項及び第１９条の規定にかかわらず、法附

則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とする

ことができる。 

３ （略） ３ （略） 

  

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２１条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

１条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２１条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

１条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２１条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２１条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 
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（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２２条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

２条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２２条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

２条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２２条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２２条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２３条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

３条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び
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の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

３条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２３条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

に附則第２３条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２３条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

  

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第２４条 令和８年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等を

いう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項

に規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅

地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に

該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡

所得 （次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する所得割の額は、前条第１項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

第２４条 令和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等

（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地

等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡 （同

項に規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅

地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に

該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡

所得 （次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する所得割の額は、前条第１項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定は、令和８年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中

に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定

優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）

に該当するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る所得割について準用する。この場合において、

当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良

住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものと

２ 前項の規定は、令和１１年度までの各年度分の

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年

中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３

４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった
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みなす。 ものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

  

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２６条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

６条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２６条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

６条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２６条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２６条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２７条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

７条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

- 19 -



第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

７条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２７条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２７条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２７条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

  

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２８条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

８条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２８条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

８条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２８条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２８条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

  

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２８条の２ （略） 第２８条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得
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第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２８条の２第１項の規定による

所得割の額」と、第２４条第１項前段、第２５

条及び第２６条第１項並びに附則第１６条第１

項、第１７条第１項及び第１８条第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第２８条の２第１項の規定による所得割の額」

と、第２４条第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２８条の２第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

８条の２第１項の規定による所得割の額」と、

第２４条第１項前段、第２５条及び第２６条第

１項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第２８条の２第１項の規定による所

得割の額」と、第２４条第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２８

条の２第１項の規定による所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２８条の２第３項後段の規定に

よる所得割の額」と、第２４条第１項前段、第

２５条及び第２６条第１項並びに附則第１６条

第１項、第１７条第１項及び第１８条第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第２８条の２第３項後段の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第２８条

の２第３項後段の規定による所得割の額の合計

額」とする。 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

８条の２第３項後段の規定による所得割の額」

と、第２４条第１項前段、第２５条及び第２６

条第１項並びに附則第１６条第１項及び第１８

条第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２８条の２第３項後段の規定

による所得割の額」と、第２４条第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２８条の２第３項後段の規定による所得割

の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

  

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１ ⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１
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項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２９条第１項の規定による所得

割の額」と、第２４条第１項前段、第２５条及

び第２６条第１項並びに附則第１６条第１項、

第１７条第１項及び第１８条第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２

９条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２９条第１項の規定による

所得割の額の合計額」とする。 

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

９条第１項の規定による所得割の額」と、第２

４条第１項前段、第２５条及び第２６条第１項

並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２９条第１項の規定による所得割の

額」と、第２４条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２９条第１

項の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項、第１７条第１項

及び第１８条第１項の規定の適用については、

第２３条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２９条第３項後段の規定による

所得割の額」と、第２４条第１項前段、第２５

条及び第２６条第１項並びに附則第１６条第１

項、第１７条第１項及び第１８条第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第２９条第３項後段の規定による所得割の額」

と、第２４条第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２９条第３項後

段の規定による所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第２３条から第２５条まで及び第２６条第１

項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第１

項の規定の適用については、第２３条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

９条第３項後段の規定による所得割の額」と、

第２４条第１項前段、第２５条及び第２６条第

１項並びに附則第１６条第１項及び第１８条第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第２９条第３項後段の規定による所

得割の額」と、第２４条第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２９

条第３項後段の規定による所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

６ （略） ６ （略） 

  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同 ７ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同
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項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書に政令附則第１２条第１６

項に規定する従前の家屋について移転補償金を受

けたことを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書に政令附則第１２条第１７

項に規定する従前の家屋について移転補償金を受

けたことを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第

１９項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第

２０項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が

完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に法施行規則附則第７条第９項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が

完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に法施行規則附則第７条第９項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 政令附則第１２条第２３項に掲げる者に該当

する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のい

ずれに該当するかの別 

⑷ 政令附則第１２条第２４項に掲げる者に該当

する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のい

ずれに該当するかの別 

⑸ （略） ⑸ （略） 

⑹ 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附

則第１２条第２４項に規定する補助金等、居宅

介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

⑹ 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附

則第１２条第２５項に規定する補助金等、居宅

介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

⑺ （略） ⑺ （略） 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有

部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有

部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事
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項を記載した申告書に法施行規則附則第７条第１

０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

項を記載した申告書に法施行規則附則第７条第１

０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令

附則第１２条第３１項に規定する補助金等 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令

附則第１２条第３２項に規定する補助金等 

⑹ （略） ⑹ （略） 

１１ （略） １１ （略） 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項の特定熱損失

防止改修等住宅又は同条第５項の特定熱損失防止

改修等住宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に法施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項の特定熱損失

防止改修等住宅又は同条第５項の特定熱損失防止

改修等住宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に法施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令

附則第１２条第３１項に規定する補助金等 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令

附則第１２条第３２項に規定する補助金等 

⑹ （略） ⑹ （略） 

１３・１４ （略） １３・１４ （略） 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条第１８項に

規定する補助に係る補助金額確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１

項の規定による報告に係る報告書の写し及び当該

耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条第１８項に

規定する補助に係る補助金額確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１

項の規定による報告に係る報告書の写し及び当該

耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第２０項に

規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

１６ （略） １６ （略） 

  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  

第４４条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収 （削除） 
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は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわらず、

千葉県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。 

２ 千葉県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三

輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第

２項又は第３項において準用する場合を含む。）

又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同条第４項又は第５項において準用する

場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土

交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 

３ 千葉県知事は、当分の間、第１項の規定により

賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、

その納付すべき額について不足額があることを附

則第４４条の４の規定により読み替えられた第１

０２条の５第１項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限）後において知

った場合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他

不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要

な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定

等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したことによるも

のであるときは、当該申請をした者又はその一般

承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車に

ついて法附則第２９条の１１の規定によりその例

によることとされた法第１６１条第１項に規定す

る申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関

する規定を適用する。 

 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額

に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 
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（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）  

第４４条の３ 市長は、当分の間、第１０２条の７

の規定にかかわらず、千葉県知事が自動車税の環

境性能割を減免する自動車に相当するものとして

市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽

自動車税の環境性能割を減免する。 

（削除） 

  

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）  

第４４条の４ 第１０２条の５の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「市長」とある

のは、「千葉県知事」とする。 

（削除） 

  

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交

付） 

 

第４４条の５ 市は、千葉県が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する

費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１

項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として千

葉県に交付する。 

（削除） 

  

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  

第４４条の６ 営業用の三輪以上の軽自動車に対す

る第１０２条の３の規定の適用については、当分

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

（削除） 

 

第１号 100分の1 100分の0.5 

第２号 100分の2 100分の1 

第３号 100分の3 100分の2 

 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第１０２

条の３（第３号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、当分の間、同号中「100分の3｣とあ

るのは､｢100分の2」とする。 

 

  

（軽自動車税の環境性能割の非課税及び課税免除

の特例） 

 

第４４条の７ 市長は、当分の間、第１０１条及び （削除） 
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第１０２条の規定にかかわらず、千葉県知事が自

動車税の環境性能割を課さない自動車に相当する

ものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対

しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  

  

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第４５条 法附則第３０条第１項に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

４４４条第３項に規定する車両番号の指定（次項

から第４項までにおいて「初回車両番号指定」と

いう。）を受けた月から起算して14年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別

割に係る第１０３条の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第４５条 法附則第３０条第１項に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両

番号の指定（次項及び第３項において「初回車両

番号指定」という。）を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税に係る第１０３条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

 （表略）  （表略） 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げ

る三輪以上の軽自動車に対する第１０３条の規定

の適用については、当該軽自動車が令和４年４月

１日から令和８年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指

定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げ

る三輪以上の軽自動車に対する第１０３条の規定

の適用については、当該軽自動車が令和７年４月

１日から令和１０年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

 （表略）  （表略） 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける三

輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガ

ソリン軽自動車 （以下この項及び次項において「ガ

ソリン軽自動車」という。）（営業用の乗用のも

のに限る。）に対する第１０３条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和８年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指

定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号ア２）中「3,900円」

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける三

輪以上の同項に規定するガソリン軽自動車（以下

この項において「ガソリン軽自動車」という。）

（営業用の乗用のものに限る。）に対する第１０

３条の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和７年４月１日から令和８年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、

令和８年度分の軽自動車税に限り、同条第２号ア

２）中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同

号ア３）ア）中「6,900円」とあるのは「3,500円」
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とあるのは「2,000円」と、同号ア３）ア）中「6,

900円」とあるのは「3,500円」とする。 

とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける三

輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）

に対する第１０３条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和

７年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に

限り、同条第２号ア２）中「3,900円」とあるのは

「3,000円」と、同号ア３）ア）中「6,900円」と

あるのは「5,200円」とする。 

（削除） 

５ 第１０３条第１号、第２号ア１）及びイ並びに

第３号に掲げる軽自動車等に対する同条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成２７年４月

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成２７年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（削除） 

 

第１号ア 2,000円 1,000円 

第１号イ 2,000円 1,200円 

第１号ウ 2,400円 1,600円 

第１号エ 3,700円 2,500円 

第２号ア１） 3,600円 2,400円 

第２号イ１） 2,400円 1,600円 

第２号イ２） 5,900円 4,700円 

第３号 6,000円 4,000円 

 

  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第４５条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２項か

ら第４項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽

自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１

項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

第４５条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、三輪以上の軽自動車が前条第２項又は第３項

の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 
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２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第１０４条第２項の納

期限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限）後において知った場合において、当

該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の

申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接

に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）

により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由

として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるときは、当該

申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在

における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の

所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する

規定 （第１０６条及び第１０７条の規定を除く。）

を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不

足額があることを第１０４条第２項の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納期

限）後において知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供し

た者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当該申請をし

た者又はその一般承継人を賦課期日現在における

当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税に関する規定（第１０６条

及び第１０７条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに10

0分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の松戸市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の

年度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割について

は、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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                         議 案 第 ４ 号 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１０日提出  

 

松戸市長 松 戸 隆 政      

 

 

提  案  理  由 

 

 地方税法の改正に伴い、固定資産税の免税点の引上げ並びに固定資産税及び

都市計画税に係る地域決定型地方税制特例措置を設ける等するとともに、建築

資材費、労務単価の上昇に伴い公共工事費等が高騰する中、都市計画事業の促

進及び都市インフラの維持管理を目的として、持続的・安定的な自主財源を確

保するために都市計画税の税率の改定を行うため。 
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松戸市市税条例の一部を改正する条例 

 

松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１

項（法附則第５条の６第２項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に規定するところ

により計算した金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１

項（法附則第５条の６第３項又は第４項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより計算した金額とする。 

  

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２９条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３

月１５日までに、申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金

等支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかった者で社会保険料控除額（政令第４８条の

９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所

得割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第

１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にす

る配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であ

るものに限る。）で控除対象配偶者に該当しない

第２９条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３

月１５日までに、申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金

等支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかった者で社会保険料控除額（政令第４８条の

９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所

得割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第

１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にす

る配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であ

るものに限る。）で控除対象配偶者に該当しない
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ものに係るものを除く。）、法第３１４条の２第

４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別

控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定す

る特定親族をいう。第３１条第１項第３号及び第

３２条第１項において同じ。）（前年の合計所得

金額が85万円以下であるものに限る。）に係るも

のを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項

に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第２４条第１項及び第２項の規定により控

除すべき金額（以下この条において「寄附金税額

控除額」という。）の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）については、

この限りでない。 

ものに係るものを除く。）、法第３１４条の２第

４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別

控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定す

る特定親族をいう。第３１条第１項第３号並びに

第３２条第１項及び第２項第４号において同じ。）

（前年の合計所得金額が85万円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金額

の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第２４条第１項及び第

２項の規定により控除すべき金額（以下この条に

おいて「寄附金税額控除額」という。）の控除を

受けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」とい

う。）については、この限りでない。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申

告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申

告書） 

第３１条 所得税法第１９４条第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない

者（以下この条において「給与所得者」という。）

で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」という。）

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、法施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 

第３１条 所得税法第１９４条第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない

者（以下この条において「給与所得者」という。）

で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」という。）

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、法施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規

定する事業専従者に該当するものを除き、合計

所得金額が133万円以下であるものに限る。次条

第１項において同じ。）の氏名 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規

定する事業専従者に該当するものを除く。次条

第１項第２号において同じ。）（合計所得金額

が133万円以下であるものに限る。）の氏名 
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⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２～４ （略）  ２～４ （略） 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が政令

第４８条の９の７の２において準用する政令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、法

施行規則で定めるところにより、当該申告書の提

出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって法施行規則で定めるものをい

う。次条第４項及び第６５条第３項において同

じ。）により提供することができる。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が政令

第４８条の９の７の２において準用する政令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、法

施行規則で定めるところにより、当該申告書の提

出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって法施行規則で定めるものをい

う。次条第５項及び第６５条第３項において同

じ。）により提供することができる。 

６ （略） ６ （略） 

  

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族等申告書） 

第３２条 所得税法第２０３条の６第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であって、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（退職手当等（第５７条に規定

する退職手当等に限る。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得

金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。

第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢１６

歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手

当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特

定親族（退職手当等に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が85万円以下であるものに限

る。）を有する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の

支払者（以下この条において「公的年金等支払者」

第３２条 次に掲げる者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）は、公的年金等支払

者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申

告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的

年金等（以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前

日までに、法施行規則で定めるところにより、次

項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 
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という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、法施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。 

⑴ 当該公的年金等支払者の名称 ⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならな

い者 

⑵ 特定配偶者の氏名 ⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除

く。）の支払を受ける第１４条第１項第１号に

掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税

義務者（合計所得金額が900万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合

計所得金額が95万円以下であるものに限る。）

をいう。次号及び次項第３号において同じ。）

（退職手当等（第５７条に規定する退職手当等

に限る。以下この号において同じ。）に係る所

得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１

６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）若し

くは特定親族（退職手当等に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が85万円以下である

ものに限る。）を有する者 

⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 ⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものに限

る。）の支払を受ける第１４条第１項第１号に

掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公

的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の

支払を受けるべき日の前日の現況において政令

第４８条の９の７の３に定める金額に満たない

者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくは

ひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは

扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得

金額が85万円以下であるものに限る。）を有す

る者 

⑷ その他法施行規則で定める事項 （削除） 

 ２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲
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げる事項とする。 

 ⑴ 公的年金等支払者の名称 

 ⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１

項第６号に規定する特別障害者又はその他の障

害者に該当する場合にはその旨及びその該当す

る事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合

にはその旨 

 ⑶ 特定配偶者の氏名 

 ⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名 

 ⑸ その他法施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定に

よる申告書を公的年金等支払者を経由して提出す

る場合において、当該申告書に記載すべき事項が

その年の前年において当該公的年金等支払者を経

由して提出した前項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書に記載した事項と異動が

ないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の６第２項に規定

する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、

法施行規則で定めるところにより、前項又は法第

３１７条の３の３第１項の規定により記載すべき

事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又

は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由して提出

する場合において、当該申告書に記載すべき事項

がその年の前年において当該公的年金等支払者を

経由して提出した第１項又は同条第１項の規定に

よる申告書に記載した事項と異動がないときは、

公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の６第２項に規定する国税庁長

官の承認を受けている場合に限り、法施行規則で

定めるところにより、第１項又は法第３１７条の

３の３第１項の規定により記載すべき事項に代え

て当該異動がない旨を記載した第１項又は同条第

１項の規定による申告書を提出することができ

る。 

３ （略） ４ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が政

令第４８条の９の７の３において準用する政令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、

法施行規則で定めるところにより、当該申告書の

提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提

供することができる。 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が政

令第４８条の９の８において準用する政令第８条

の２の２に規定する要件を満たす場合には、法施

行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供す

ることができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理
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された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

  

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第７９条 同一の者についてその者の所有に係る土

地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税

の課税標準となるべき額が土地にあっては30万

円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては

150万円に満たない場合においては、固定資産税を

課さない。 

第７９条 同一の者についてその者の所有に係る土

地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税

の課税標準となるべき額が土地又は家屋にあって

は30万円、償却資産にあっては180万円に満たない

場合においては、固定資産税を課さない。 

  

(都市計画税の税率) (都市計画税の税率) 

第１５３条 都市計画税の税率は、100分の0.23とす

る｡ 

第１５３条 都市計画税の税率は、100分の0.3とす

る｡ 

  

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

第１３条の２ 平成３０年度から令和９年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の

５第３項の規定に該当する場合における第２０条

の規定による控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１

項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは

「まで並びに法附則第４条の５第３項の規定によ

り読み替えて適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の

規定を適用することができる。 

第１３条の２ 平成３０年度以後の各年度分の個人

の市民税に限り、法附則第４条の５第３項の規定

に該当する場合における第２０条の規定による控

除については、その者の選択により、同条中「同

条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の５第３項の規定により読み替えて適

用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る

部分に限る。）」として、同条の規定を適用する

ことができる。 

  

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第１８条 令和２０年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条

第１項に規定する居住年が平成２１年から令和７

年までの各年である場合に限る。）には、法附則

第５条の４第５項（同条第７項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定するとこ

ろにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２

第１８条 令和２５年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条

第１項に規定する居住年が平成２１年から令和１

２年までの各年である場合に限る。）には、法附

則第５条の４第５項（同条第７項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務者の第
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１条及び第２３条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２１条及び第２３条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第１９条 第２４条の規定の適用を受ける所得割の

納税義務者が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は

第２１条第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第２１条第１項、第２２条第１項、第

２３条第１項、第２６条第１項、第２７条第１項、

第２７条の２第１項又は第２８条第１項の規定の

適用を受けるときは、第２４条第２項に規定する

特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則

第５条の５第２項（法附則第５条の６第２項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に

定めるところにより計算した金額とする。 

第１９条 第２４条の規定の適用を受ける所得割の

納税義務者が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は

第２１条第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第２１条第１項、附則第２２条第１項、

附則第２３条第１項、附則第２６条第１項、附則

第２７条第１項、附則第２７条の２第１項、附則

第２７条の３第１項又は附則第２８条第１項の規

定の適用を受けるときは、第２４条第２項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第５条の６第３項

又は第４項の規定により読み替えて適用される場

合を含む。）に定めるところにより計算した金額

とする。 

  

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該

納税義務者について前条第３項の規定による申告

特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第

１３項の規定によりなかったものとみなされる場

合を除く。）には、法附則第７条の２第４項に規

定するところにより控除すべき額を、第２４条第

１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除するものとする。 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該

納税義務者について前条第３項の規定による申告

特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第

１３項の規定によりなかったものとみなされる場

合を除く。）には、法附則第７条の２第４項（法

附則第７条の３第３項又は第４項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、第２４条第１項及び

第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控

除するものとする。 

  

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 前項の規定は、令和１１年度までの各年度分の ２ 前項の規定は、令和１１年度までの各年度分の

- 37 -



個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年

中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３

４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年

中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３

４条の２第６項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１２項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

 ４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）

の場合において、所得割の納税義務者が、租税特

別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５

号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをし

たときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡

をした時において地すべり等防止法（昭和３３年

法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾

斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警

戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１

５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防

止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第

１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための

譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に

該当しないものとみなす。 

  

（固定資産税に係る法附則第１５条第２項第１号

等の条例で定める割合） 

（固定資産税に係る法附則第１５条第２項第１号

等の条例で定める割合） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第１４項に規定する条例で定め

る割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、5分

３ 法附則第１５条第１３項に規定する条例で定め

る割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、5分
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の3 （都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２

号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整

備地域における法附則第１５条第１４項に規定す

る条例で定める割合（固定資産税に係る部分に限

る。）は、2分の1）とする。 

の3 （都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２

号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整

備地域における法附則第１５条第１３項に規定す

る条例で定める割合（固定資産税に係る部分に限

る。）は、2分の1）とする。 

４ 法附則第１５条第２１項に規定する条例で定め

る割合は、2分の1とする。 

４ 法附則第１５条第２０項に規定する条例で定め

る割合は、2分の1とする。 

５ 法附則第１５条第２２項第１号に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

５ 法附則第１５条第２１項第１号に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

６ 法附則第１５条第２２項第２号に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

６ 法附則第１５条第２１項第２号に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

７ 法附則第１５条第２２項第３号に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

７ 法附則第１５条第２１項第３号に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

８ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

８ 法附則第１５条第２２項第１号に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

９ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

９ 法附則第１５条第２２項第２号に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、3分の2とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、3分の2とする。 

１１ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、3分の2とする。 

１２ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１３ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、3分の2とする。 

１３ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１４ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１４ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、3分の2とする。 

１５ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１５ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、3分の2とする。 

１６ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１６ 法附則第１５条第２４項第４号に規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合は、

4分の3とする。 
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１７ 法附則第１５条第２５項第４号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

（削除） 

１８ 法附則第１５条第２５項第４号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

（削除） 

１９ 法附則第１５条第２５項第４号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

（削除） 

２０ 法附則第１５条第２８項に規定する条例で定

める割合は、3分の2とする。 

１７ 法附則第１５条第２７項に規定する条例で定

める割合は、3分の2とする。 

２１ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、

3分の2とする。 

１８ 法附則第１５条第３１項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、

3分の2とする。 

２２ 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、

3分の2とする。 

１９ 法附則第１５条第３５項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、

3分の2とする。 

２３ 法附則第１５条第４０項に規定する条例で定

める割合は3分の1とする。 

２０ 法附則第１５条第３９項に規定する条例で定

める割合は3分の1とする。 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、

4分の3とする。 

２１ 法附則第１５条第４０項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、

4分の3とする。 

２５・２６ （略） ２２・２３ （略） 

 ２４ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例

で定める割合（固定資産税に係る部分に限る。）

は、3分の1とする。 

  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２～１５ （略） ２～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、同項に規定する利便性等向上改修工

事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国

土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定す

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改修特別特定

建築物について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、同項に規定する利便性等向上改修工事

が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条の２第１項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
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る通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活

性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供す

る施設である旨を証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第

１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第

３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第

１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０

号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関

する基準に適合する旨を証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３

７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは

演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しく

は公会堂のいずれに該当するかの別 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３

７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律第１４条第３項の条例で定める同法第２

条第１８号に規定する特定建築物を含む。）の

いずれに該当するかの別 

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略） 

  

（都市計画税に係る法附則第１５条第１４項等の

条例で定める割合） 

（都市計画税に係る法附則第１５条第１３項等の

条例で定める割合） 

第５０条 法附則第１５条第１４項に規定する条例

で定める割合（都市計画税に係る部分に限る。）

は、5分の3（都市再生特別措置法第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法附

則第１５条第１４項に規定する条例で定める割合

（都市計画税に係る部分に限る。）は、2分の1）

とする。 

第５０条 法附則第１５条第１３項に規定する条例

で定める割合（都市計画税に係る部分に限る。）

は、5分の3（都市再生特別措置法第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法附

則第１５条第１３項に規定する条例で定める割合

（都市計画税に係る部分に限る。）は、2分の1）

とする。 

２ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3分

の2とする。 

２ 法附則第１５条第３１項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3分

の2とする。 

３ 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3分

の2とする。 

３ 法附則第１５条第３５項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3分

の2とする。 

４ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、4分

の3とする。 

４ 法附則第１５条第４０項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、4分

の3とする。 

 ５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で

定める割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、

3分の1とする。 
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（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減

額の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（改修特別特定建築物に対する都市計画税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第５０条の２ 法附則第１５条の１１第１項の改修

実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性等向

上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第１０

条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条第２項

に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ

る旨を証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

第５０条の２ 法附則第１５条の１１第１項の改修

特別特定建築物について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に法施行規則附則第７条の

２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第１４条第１項に規定する建築

物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加し

た事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号

に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物

特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する

旨を証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第５条第３号に規定す

る劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定す

る集会場若しくは公会堂のいずれに該当するか

の別 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第５条各号に規定する

特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で

定める特定建築物を含む。）のいずれかに該当

するかの別 

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略） 

  

第５７条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第

３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第１５２条第２項中「又は第３３項」とある

のは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

第５７条 法附則第１５条第１項、第８項、第１２

項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２

３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第

３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第１５２条第２項中「又は第３３項」とある

のは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

  

   附 則 
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（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

⑴ 第２９条第１項ただし書、第３１条及び第３２条の改正規定並びに附則第１３条の２の改正規定及

び附則第１８条第１項の改正規定並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

⑵ 第７９条の改正規定及び第１５３条の改正規定並びに附則第３条第２項及び附則第４条第２項の規

定 令和９年４月１日 

⑶ 第２４条第２項の改正規定並びに附則第１９条の改正規定、附則第１９条の３の改正規定及び附則

第２４条の改正規定並びに次条第３項の規定 令和１０年１月１日 

２ この条例による改正後の松戸市市税条例（以下「新条例」という。）附則第３１条第２４項、附則第

３２条、附則第５０条第５項及び附則第５０条の２の規定は、令和８年４月１日以降に行った地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）第１条の規

定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性

等改修工事が行われた同項に規定する改修特別特定建築物に対して課する固定資産税及び都市計画税に

ついて適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１項第１号に掲げる規定による改正後の松戸市市税条例（以下「９年１月新条例」という。）

第３２条第１項及び第２項の規定は、前条第１項第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべ

き公的年金等について提出する９年１月新条例第３２条第１項の規定による申告書について適用し、同

日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した前条第１項第１号に掲げる規定による改正前の松

戸市市税条例第３２条第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ ９年１月新条例附則第１８条第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１

月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税

法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４

１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみな

される同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定によ

り同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項

の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含

む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした

家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例

増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条

第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第

１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務

者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する

居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に

規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定す

る既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家

屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定

により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含

む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例に
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よる。 

３ 前条第１項第３号に掲げる規定による改正後の松戸市市税条例附則第２４条第４項の規定は、市民税

の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第２４条第１項の土地等の

譲渡について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 附則第１条第１項第２号に掲げる規定による改正後の松戸市市税条例第７９条の規定は、令和９年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された改正法第１条の規定による改

正前の地方税法（以下「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発

電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１項に規定する利

便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和８年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 附則第１条第１項第２号に掲げる規定による改正後の松戸市市税条例第１５３条の規定は、令和９年

度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和８年度分までの都市計画税については、なお従前の

例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１項に規定する利

便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税につい

ては、なお従前の例による。 
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                        議 案 第 ５ 号 

 

松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

 

松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

 

提  案  理  由 

 

ごみの減量化及び資源化の推進並びに受益者負担の適正化を図るために廃棄

物処理手数料を改定するため。 
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   松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 

 

松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成５年松戸市条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表（第３９条関係） 別表（第３９条関係） 

廃棄物処理手数料 廃棄物処理手数料 

廃棄物の

種別 

取扱区分別手数料等 

取扱区分 手数料 

一般廃棄

物（粗大

ごみ・浄

化 槽 汚

泥・し尿

及び動物

死体を除

く。） 

処分 1キログラムにつき 

17.6円 

産業廃棄

物 

処分 1キログラムにつき 

30.8円 

粗大ごみ 市が収集

運搬した

場合 

 

 

 

 

1点につき 1,000円 

市民が自

ら搬入し

た場合 

1キログラムにつき 

17.6円 

（略） 
 

廃棄物の

種別 

取扱区分別手数料等 

取扱区分 手数料 

一般廃棄

物（粗大

ごみ・浄

化 槽 汚

泥・し尿

及び動物

死体を除

く。） 

処分 10キログラムにつき 

220円 

産業廃棄

物 

処分 10キログラムにつき 

308円 

粗大ごみ 市が収集

運搬した

場合 

 

 

廃 ス プ

リ ン グ

マ ッ ト

レス 

1点につき 

2,000円 

上 記 以

外 の も

の 

1点につき 

1,000円 

市民が自

ら搬入し

た場合 

10キログラムにつき 

220円 

（略） 
 

  備考 （略）   備考 （略） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和９年４月分以後の収集、運搬及び処分に係る廃棄物処理

手数料について適用し、同年３月分までの収集、運搬及び処分に係る廃棄物処理手数料については、な

お従前の例による。 
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                        議 案 第 ６ 号 

 

松戸市景観条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市景観条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

 

提  案  理  由 

 

良好な景観の形成を推進することを目的として、特徴的な景観をつくりだし

ている地区等を景観形成重点地区として指定することができるようにするとと

もに、景観法に基づく届出の対象となる行為についての見直しを行うため。 
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松戸市景観条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市景観条例（平成２３年松戸市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

目次 目次 

第１章～第７章 （略）  第１章～第７章 （略） 

第８章 景観形成推進地区（第２０条・第２１条） 第８章 景観形成重点地区及び景観形成推進地区

（第１９条の２～第２１条） 

第９章・第１０章 （略） 第９章・第１０章 （略） 

附則 附則 

  

（事前協議書の提出） （事前協議書の提出） 

第４条 法第１６条第１項の規定による行為の届出

をしようとする者は、あらかじめ規則で定めると

ころにより、市長に事前協議書を提出しなければ

ならない。 

第４条 次に掲げる行為をしようとする者は、あら

かじめ規則で定めるところにより、市長に事前協

議書を提出しなければならない。 

 

 ⑴ 法第１６条第１項に規定する行為 

⑵ 事前協議が必要な事項として市長が景観計画

に定めた行為 

２ 前項の規定は、法第１６条第２項による変更の

届出をしようとする者について準用する。 

２ 前項の規定は、同項の規定により提出した事前

協議書に記載されている行為を変更しようとする

者について準用する。ただし、当該変更をしよう

とする内容が、良好な景観形成を図る上で影響が

少ないと市長が認める場合は、この限りでない。 

  

（助言又は指導） （助言又は指導） 

第５条 市長は、前条に規定する事前協議書の提出

があったときは、法第８条第２項第２号に規定す

る景観計画区域における良好な景観の形成に関す

第５条 市長は、前条に規定する事前協議書の提出

があったときは、法第８条第３項に規定する景観

計画区域における良好な景観の形成に関する方針
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る方針に基づき必要な助言又は指導をすることが

できる。 

に基づき必要な助言又は指導をすることができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

（完了の届出) （完了の届出) 

第９条 法第１６条第１項又は第２項の規定による

届出をした者は、当該届出に係る行為を完了した

ときは、規則で定めるところにより、速やかに、

市長に届け出なければならない。 

第９条 第４条の規定による事前協議書の提出又は

第６条の規定による届出をした者は、当該事前協

議又は届出に係る行為を完了したときは、規則で

定めるところにより、速やかに、市長に届け出な

ければならない。 

  

（審議会の任務） （審議会の任務） 

第１７条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号

に掲げる事項について調査審議する。 

第１７条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号

に掲げる事項について調査審議する。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 景観形成推進地区の指定並びにその変更及び

解除に関すること。 

⑸ 景観形成重点地区及び景観形成推進地区の指

定並びにその変更及び解除に関すること。 

⑹・⑺ （略） ⑹・⑺ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第８章 景観形成推進地区 第８章 景観形成重点地区及び景観形成推進

地区 

  

 （景観形成重点地区の指定） 

 第１９条の２ 市長は、地域の個性や魅力を創出し

ていくために、特徴的な景観をつくりだしている

地区や通り、新たに景観を形成する地区等を、住

民や地域の合意形成に基づき景観形成重点地区と

して指定することができる。この場合において、

市長は、次に掲げる事項を景観計画に定めるもの

とする。 

⑴ 当該地区における良好な景観の形成に関する

方針 

⑵ 当該地区のうち特性に応じてより重点的に景

観形成を図る区域 

⑶ 当該地区における良好な景観の形成のための

行為の制限並びにその種類及び規模に関する事
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項 

⑷ 第４条第１項に基づく事前協議書の提出を必

要とする行為並びにその対象物及び規模に関す

る事項 

 ２ 前項第３号及び第４号の事項は、前項第２号の

区域ごとに定めることができる。 

 ３ 市長は、景観形成重点地区を指定しようとする

ときは、審議会の意見を聴くものとし、必要に応

じて、当該地区の関係住民等と協議するものとす

る。 

 ４ 前項の規定は、景観形成重点地区の指定の変更

及び解除について準用する。 

  

（景観形成推進地区の指定） （景観形成推進地区の指定） 

第２０条 市長は、景観計画区域のうち特に積極的

かつ継続的に良好な景観形成を推進する必要があ

ると認める地区を景観形成推進地区として指定す

ることができる。この場合において、市長は、当

該地区における良好な景観の形成に関する方針及

び良好な景観の形成のための行為の制限に関する

事項を地区景観形成計画として景観計画に定める

ものとする。 

第２０条 市長は、次条第１項に規定する景観形成

推進協議会によって作成された良好な景観形成を

推進する景観形成の目標や方針等を地区景観形成

計画として策定し、当該計画を定めた地区を景観

形成推進地区として指定することができる。この

場合において、市長は、次に掲げる事項を地区景

観形成計画として景観計画に定めるものとする。 

 

⑴ 当該地区における良好な景観の形成に関する

方針 

⑵ 当該地区における良好な景観の形成のための

行為の制限並びにその対象物及び規模に関する

事項 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、景観形成推進地区を指定したときは、

その旨を告示しなければならない。 

（削除） 

４ 前２項の規定は、景観形成推進地区の指定の変

更及び解除について準用する。 

３ 前項の規定は、景観形成推進地区の指定の変更

及び解除について準用する。 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

行為 規模 

建築物の新

築、増築、改

築若しくは

次の各号のいずれにも該当しな

い建築物 

⑴ 地盤面からの高さが15メー

行為 規模 

建築物の新

築、増築、改

築若しくは

次の各号のいずれかに該当する

建築物 

⑴ 次のいずれにも該当しない
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移転、外観を

変更するこ

ととなる修

繕若しくは

模様替又は

色彩の変更 

トルを超える建築物 

⑵ 延べ面積が1,000平方メート

ルを超える建築物 

 

 

 

 

 

 

工作物の新

設、増築、改

築若しくは

移転、外観を

変更するこ

ととなる修

繕若しくは

模様替又は

色彩の変更 

次の各号のいずれにも該当しな

い工作物 

⑴ 高さが2メートルを超える擁

壁で長さが30メートルを超え

るもの 

⑵ 門、塀、柵その他これらに類

するもので、高さ2メートルか

つ長さ30メートルを超えるも

の 

⑶ 煙突、高架水槽その他これら

に類するもので、高さ15メート

ルを超えるもの 

⑷ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄

柱、木柱その他これらに類する

もので、高さ15メートルを超え

るもの 

⑸ 製造施設、貯蔵施設、その他

これらに類するもので、高さ15

メートルを超えるもの 

⑹ 機械式駐車場で、築造面積が

300平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

移転、外観を

変更するこ

ととなる修

繕若しくは

模様替又は

色彩の変更 

建築物 

 ア 地盤面からの高さが15メ

ートルを超える建築物 

イ 延べ面積が1,000平方メー

トルを超える建築物 

⑵ 前号ア及びイに掲げる建築

物のうち良好な景観形成を図

る上で影響が少ないと市長が

認めるもの 

工作物の新

設、増築、改

築若しくは

移転、外観を

変更するこ

ととなる修

繕若しくは

模様替又は

色彩の変更 

次の各号のいずれかに該当する

工作物 

⑴ 次のいずれにも該当しない

工作物 

ア 高さが2メートルを超える

擁壁で長さが30メートルを

超えるもの 

イ 門、塀、柵その他これらに

類するもので、高さ2メート

ルかつ長さ30メートルを超

えるもの 

ウ 煙突、鉄塔、高架水槽、携

帯電話基地局アンテナその

他これらに類するもので、高

さ15メートルを超えるもの 

エ 鉄筋コンクリート造の柱、

鉄柱、木柱その他これらに類

するもので、高さ15メートル

を超えるもの 

オ 製造施設、貯蔵施設、その

他これらに類するもので、高

さ15メートルを超えるもの 

カ 機械式駐車場で、築造面積

が300平方メートルを超える

もの   

キ 太陽光発電設備その他こ

れに類するもので、パネル等

の面積の合計が300平方メー

トルを超えるもの 

 ⑵ 前号アからキまでに掲げる
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（略） 
 

工作物のうち良好な景観形成

を図る上で影響が少ないと市

長が認めるもの 

（略） 
 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更の工事中の建築物及び工作物に対するこの条例による改正後の第４条、第７条及び

別表の規定の適用については、なお従前の例による。 
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                        議 案 第 ７ 号 

 

松戸市自転車駐車場附置義務条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

松戸市自転車駐車場附置義務条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

 

提  案  理  由 

 

自転車駐車場の附置義務を課す施設の用途、規模及び附置義務台数の算定基

準を見直し、良好な道路交通環境の確保及び自転車利用者の利便性向上を図る

ため。 
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松戸市自転車駐車場附置義務条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市自転車駐車場附置義務条例（昭和５８年松戸市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び

自転車駐車場の整備に関する法律（昭和５５年法

律第８７号。以下「法」という。）に基づき、自

転車の大量の駐車需要を生じさせる施設における

自転車駐車場（以下「駐車場」という。）の附置

及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

（昭和５５年法律第８７号。以下「法」という。）

に基づき、自転車の大量の駐車需要を生じさせる

施設における自転車駐車場（以下「駐車場」とい

う。）の附置及び管理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

  

（指定区域） （指定区域） 

第２条 法第５条第３項の規定により条例で定める

区域（以下「指定区域」という。）は、商業地域

及び近隣商業地域とする。 

第２条 法第５条第４項の規定により条例で定める

区域（以下「指定区域」という。）は、商業地域、

近隣商業地域及び松戸市自転車の放置防止に関す

る条例（昭和５８年松戸市条例第４４号）第７条

の規定により市長が指定する放置禁止区域に隣接

する敷地とする。 

  

（施設の新築の場合の駐車場の附置） （施設の新築の場合の駐車場の附置） 

第３条 指定区域内において、次表ア欄の用途に供

する施設でイ欄の規模のものを新築しようとする

者は、ウ欄により算定した規模の駐車場を当該施

設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達

するために歩行する距離がおおむね50メートル以

内である場所に附置しなければならない。 

第３条 指定区域内において、別表ア欄の用途に供

する施設でイ欄の規模のものを新築しようとする

者は、ウ欄により算定した規模の駐車場を当該施

設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達

するために歩行する距離がおおむね50メートル以

内である場所に附置しなければならない。 

ア イ ウ  （削除） 
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施設の用途 施設の規模 駐車場の規模 

百貨店、スー

パーマーケ

ットその他

の店舗 

店舗面積が400

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る店舗面

積20平方メートル

ごとに1台（1台に満

たない端数は、切り

捨てる。） 

銀行その他

の金融機関 

店舗面積が500

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る店舗面

積25平方メートル

ごとに1台(1台に満

たない端数は、切り

捨てる。) 

遊技場 店舗面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る店舗面

積15平方メートル

ごとに1台(1台に満

たない端数は、切り

捨てる。) 
 

２ 前項に規定する店舗面積の算定方法は、規則で

定める。 

（削除） 

  

（混合用途施設を新築する場合の駐車場の附置） （混合用途施設を新築する場合の駐車場の附置） 

第４条 指定区域内において前条第１項の表ア欄の

2以上の用途に供する施設（以下「混合用途施設」

という。）を新築しようとする者は、当該用途ご

とに同表ウ欄により算定した駐車場の規模の合計

が20台以上である場合は、その規模の駐車場を当

該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に

到達するために歩行する距離がおおむね50メート

ル以内である場所に附置しなければならない。 

第４条 指定区域内において別表ア欄の2以上の用

途に供する施設（以下「混合用途施設」という。）

を新築しようとする者は、当該用途ごとに同表ウ

欄により算定した駐車場の規模の合計が20台以上

である場合は、その規模の駐車場を当該施設若し

くはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するた

めに歩行する距離がおおむね50メートル以内であ

る場所に附置しなければならない。 

  

 （大規模施設に係る駐車場の規模） （大規模施設に係る駐車場の規模） 

第５条 店舗面積が5,000平方メートル(以下「基準

面積」という。)を超える施設(混合用途施設を除

く。)を新築する場合には、第３条の規定にかかわ

らず、店舗面積が基準面積までの部分について第

３条第１項の表ウ欄により算定した駐車場の規模

に、店舗面積が基準面積を超える部分について同

表ウ欄により算定した駐車場の規模に2分の1を乗

じて得た規模を加えた規模をもつて、同表ウ欄に

第５条 施設面積（別表ア欄の用途に供する施設に

おいて、規則に定めるところにより算定される面

積をいう。以下同じ。）が5,000平方メートル(以

下「基準面積」という。)を超える施設(混合用途

施設を除く。)を新築する場合には、第３条の規定

にかかわらず、施設面積が基準面積までの部分に

ついて別表ウ欄により算定した駐車場の規模に、

施設面積が基準面積を超える部分について同表ウ
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より算定した駐車場の規模とする。 欄により算定した駐車場の規模に2分の1を乗じて

得た規模を加えた規模をもつて、同表ウ欄により

算定した駐車場の規模とする。 

２ 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計が基準

面積を超えるものを新築する場合には、前条の規

定にかかわらず、基準面積が合計面積に占める割

合に各用途の店舗面積を乗じて得た面積を基準面

積とみなして各用途ごとに前項の算定方式を用い

て算定した規模の合計をもつて前条の駐車場の規

模とする。 

２ 混合用途施設で各用途の施設面積の合計が基準

面積を超えるものを新築する場合には、前条の規

定にかかわらず、基準面積が合計面積に占める割

合に各用途の施設面積を乗じて得た面積を基準面

積とみなして用途ごとに前項の算定方式を用いて

算定した規模の合計をもつて前条の駐車場の規模

とする。 

  

（施設を増築する場合の駐車場の規模） （施設を増築する場合の駐車場の規模） 

第６条 次の各号に掲げる増築をする場合において

は、当該増築後の施設（当該施設のうち当該施設

の敷地について指定区域が定められる前に建築さ

れた部分（第１０条の規定に該当するものを含

む。）を除く。）をすべて新築したとみなして第

３条から前条までの規定を適用する。この場合に

おいて、駐車場の規模は、現にこの条例により設

置されている駐車場の規模を控除したものとす

る。 

第６条 次の各号に掲げる増築をする場合において

は、当該増築後の施設（当該施設のうち当該施設

の敷地について指定区域が定められる前に建築さ

れた部分（第１０条の規定に該当するものを含

む。）を除く。）をすべて新築したとみなして第

３条から前条までの規定を適用する。この場合に

おいて、駐車場の規模は、現にこの条例により設

置されている駐車場の規模を控除したものとす

る。 

⑴ 第３条第１項の表ア欄の用途に供する施設に

ついての同表イ欄の規模となる増築又はイ欄の

規模のものについての増築 

⑴ 別表ア欄の用途に供する施設についての同表

イ欄の規模となる増築又はイ欄の規模のものに

ついての増築 

⑵ 混合用途施設となる増築又は混合用途施設に

ついての増築で、当該増築後の施設をすべて新

築したとみなして用途ごとに第３条第１項の表

ウ欄により算定した駐車場の規模の合計が20台

以上である場合に係るもの 

⑵ 混合用途施設となる増築又は混合用途施設に

ついての増築で、当該増築後の施設をすべて新

築したとみなして用途ごとに別表ウ欄により算

定した駐車場の規模の合計が20台以上である場

合に係るもの 

  

（駐車場の設置の届出） （駐車場の設置の届出） 

第９条 第３条から第６条までの規定により駐車場

を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる

事項を市長に届け出なければならない。届け出た

事項を変更しようとする場合も同様とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 施設の用途及び店舗面積 

 ⑶～⑸ （略） 

第９条 第３条から第６条までの規定により駐車場

を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる

事項を市長に届け出なければならない。届け出た

事項を変更しようとする場合も同様とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 施設の用途及び施設面積 

 ⑶～⑸ （略） 
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２ （略） ２ （略） 

  

 別表 

 ア イ ウ 

施設の用途 施設の規模 駐車場の規模 

小売店舗 施設面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

15平方メートルごと

に1台（1台に満たな

い端数は、切り捨て

る。） 

金融機関 施設面積が500

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

25平方メートルごと

に1台(1台に満たな

い端数は、切り捨て

る。) 

遊技場 施設面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

15平方メートルごと

に1台(1台に満たな

い端数は、切り捨て

る。) 

飲食店 施設面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

15平方メートルごと

に1台（1台に満たな

い端数は、切り捨て

る。） 

学習支援施
設 

 

施設面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

15平方メートルごと

に1台（1台に満たな

い端数は、切り捨て

る。） 

スポーツ施

設 

施設面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

15平方メートルごと

に1台（1台に満たな

い端数は、切り捨て

る。） 

医療機関 施設面積が300

平方メートル

を超えるもの 

新築に係る施設面積

15平方メートルごと

に1台（1台に満たな

い端数は、切り捨て
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る。） 

  備考 

１ この表において「小売店舗」とは、日本標

準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）

において各種商品小売業その他の小売業に分

類される業務を行うための施設をいう。 

２ この表において「金融機関」とは、銀行法

（昭和５６年法律第５９号）第４条第１項、

長期信用銀行法（昭和２７年法律第１８７号）

第４条第１項、信用金庫法（昭和２６年法律

第２３８号）第４条若しくは労働金庫法（昭

和２８年法律第２２７号）第６条に規定する

免許を受けた者が業務を行うための施設、中

小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８

１号）第３条第２号に規定する信用協同組合

が業務を行うための施設又は農業協同組合法

（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１

項第１号及び第２号の事業を行う農業協同組

合が業務を行うための施設をいう。 

３ この表において「遊技場」とは、風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和２３年法律第１２２号)第２条第１項第

４号又は第５号に規定する営業を行うための

施設、碁会所、将棋道場、ゲームセンター、

ビリヤード場、ダーツ場、自転車競技法(昭和

２３年法律第２０９号)第１条第５項に規定

する勝者投票券を発売する施設その他これら

に類する施設とする。 

４ この表において「飲食店」とは、日本標準

産業分類において、飲食店に分類される業務

を行うための施設をいう。 

５ この表において「学習支援施設」とは、専

修学校、学習塾、予備校、自動車教習所、職

業能力開発校、理容師、美容師又は調理師の

養成施設、カルチャーセンターその他これら

に類する施設とする。 

６ この表において「スポーツ施設」とは、ス

ポーツジム、フィットネスクラブ、ボーリン

グ場、スケート場、水泳場、スポーツの練習
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場、スポーツセンター、体育館、ゴルフ練習

場及びバッティング練習場その他これらに類

する施設で営業の用に供するものをいう。 

７ この表において「医療機関」とは、医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に

規定する病院及び診療所並びにあん摩マツサ

ージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法

律（昭和２２年法律第２１７号）第９条の２

及び柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）

第２条第２項に規定する施術所をいう。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定されている商業地域及び近隣商業地域においてこの条例の施行の日から

起算して6か月以内に新築又は増築の工事に着手したこの条例による改正後の別表に規定する飲食店、学

習支援施設、スポーツ施設又は医療機関については、この条例による改正後の第３条から第６条までの

規定は、適用しない。 

３ この条例による改正後の別表ア欄の用途に供する施設のうち、この条例の施行の際現に新築又は増築

の工事中のものについては、この条例による改正後の松戸市自転車駐車場附置義務条例の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 
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議 案 第 ８ 号 

  

松戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定 

について 

  

松戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

令和８年６月１０日提出 

  

松戸市長 松 戸 隆 政 

  

  

提  案  理  由 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤

消防団員等が公務等により死亡した場合における葬祭補償の額を引き上げるた

め。 
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松戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

松戸市消防団員等公務災害補償条例（昭和４３年松戸市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（葬祭補償） （葬祭補償） 

第１８条 非常勤消防団員等が公務により、又は消

防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡

した場合においては、市は、葬祭を行う者に対し

て、葬祭補償として、315,000円に補償基礎額の30

倍に相当する金額を加えた金額を支給する。 

第１８条 非常勤消防団員等が公務により、又は消

防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡

した場合においては、市は、葬祭を行う者に対し

て、葬祭補償として、330,000円に補償基礎額の3

0倍に相当する金額を加えた金額を支給する。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の松戸市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）第１８条の

規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた松戸市消防団員

等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について適用し、

適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正前の松戸市消防団員等

公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第１８条の規定による金額により支給されたもの又は旧

条例附則第４条の規定により支給されたもの（その額が660,000円未満であるものに限る。）の支払は、

新条例第１８条の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。 
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                         議 案 第 ９ 号 

 

契約の締結について 

 

松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業の請負について、次のとおり契約を締結す

る。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

                 記 

 

１ 契約の目的  松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業 

２ 契約の方法  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定によ

         る随意契約 

３ 契 約 金 額 662,200,000 円 

４ 契約の相手方 （代表企業） 

         千葉県千葉市中央区今井三丁目１４番２クレスト蘇我１Ｆ 

         岩崎電気株式会社 千葉営業所 

         所長 藤 田 浩 司 

         （構成企業） 

         千葉県浦安市猫実三丁目１８番２４号 

         株式会社ウラデン 

         代表取締役 朝 生  勇 

         （構成企業） 

         松戸市六実六丁目３５番地の４ 

         株式会社田中電気工務店 

         代表取締役 田 中  孝 
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提  案  理  由 

 

 本市が管理している道路照明灯の更新に伴い、全ての灯具交換を実施し、今

後10年間の維持管理を行うため。 
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議案第９号参考資料 

 

１ 相手方の選定に係る経緯 

  道路照明灯の更新及び維持管理を行うため、公募型プロポーザル方式によ

り設備導入及び維持管理業務の提案を受け付け、松戸市道路照明灯再ＬＥＤ

化事業プロポーザル選考委員会における審査を実施した結果、最優秀提案者

を選定し、仮契約を締結した。 

⑴ 最優秀提案者 

ア 岩崎電気株式会社 千葉営業所（代表企業） 

イ 株式会社ウラデン（構成企業） 

ウ 株式会社田中電気工務店（構成企業） 

⑵ 選考委員会における採点結果 

170.25点/228点 

 

２ 契約形態 

  松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業における本件契約は、事業役割を担う岩

崎電気株式会社千葉営業所を代表者とし、施工役割及び維持修繕役割を実施

する構成企業を担当事業者として契約を締結するもの。 

 

３ 事業の概要 

  本市が管理している道路照明灯の灯具 4,469 灯全てを、事業者から提案の

あったＬＥＤ照明灯に交換する。また、灯具交換後、10年間の維持管理を委

託するもの。 

 

４ 契約期間   

市議会の議決を得た日の翌日から令和１９年３月３１日まで 
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議 案 第 １０ 号 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

 

公用車による交通事故について和解し、これに対する損害賠償の額を次のと

おり決定する。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

 

                 記                  

 

１ 事故発生年月日  令和６年９月２日 

 

２ 事 故 発 生 場 所  松戸市南花島向町３１５番１地先道路上 

 

３ 事 故 の 概 要  信号機の設置のない交差点を直進走行中の市車両と、

一時停止の標識が設置されている右方道路から一時停

止することなく直進走行した相手方原動機付自転車が

衝突し、相手方が負傷した事故 

 

４ 和 解 の 相 手 方  市内在住Ａ 

 

５ 損 害 賠 償 額  3,369,923 円 

 

 

提  案  理  由 

 

相手方との交渉の結果、当事者双方の意見が一致したため。 
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                        議 案 第 １１ 号 

 

松戸市総合計画の変更について 

 

松戸市総合計画を松戸市総合計画「中間見直し版」（別冊）のとおり変更す

ることについて、松戸市議会基本条例第１１条第１項の規定により、議会の議

決を求める。 

令和８年６月１０日提出 

 

松戸市長 松 戸 隆 政 

 

 

 

 

- 67 -


